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県内で農業経営を始めたい方や、農業法人等に就職したい方を対象とした「みやざき就農“応援”

相談会」を令和 6 年 11 月 24 日（日）にＪＡ・アズムホールの大ホールで開催しました。 

この相談会は、主催が宮崎県新規就農相談センター（農業振興公社、農業会議、ＪＡ宮崎中央会）・

宮崎県、共催が農業法人経営者協会・農業再生協議会で、就農を希望する方々が農業・農村に対する

理解や知識を深め、県内各地での就農・就職につなげる事を目的に毎年開催しており、今年で 22 回

目となります。 

会場には「総合相談コーナー」をはじめ、15 市町・6ＪＡ等の｢研修・就農支援制度相談コーナー｣

や「ベテラン農家さんと話せるコーナー」、6 農業法人等の｢就職相談コーナー｣等、合計 31 のブース

が出展されました。 

当日は家族連れを含め 50 組 67 人の参加があり、栽培品目や販売方法、就農支援、研修や就職につ

いて等様々な相談がありました。 

農地の取得に関する相談も多く、農業委員や農地の相談ブースで説明を受け、後日改めて農業委員

会に相談することが決まった方もいました。 

相談会後、就農希望地域や当公社で改めて相談を行っている方もおり、様々な就農の形を提案しな

がら就農者の確保に努めているところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場の様子                総合相談ブース（奥）  

ベテラン農家さんと話せるコーナー（手前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修・就農支援制度相談コーナー           就職相談コーナー 

（市町村等ブース）             （農業法人等会社説明） 

 

【担い手支援課】 

「みやざき就農“応援”相談会２０２４」を開催しました
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当公社では、畜産公共事業を行っております。本事業では、草地等の飼料作付け基盤の造成又は整

備や放牧地整備による省力的な放牧経営への転換により、飼料自給率の向上と併せ、牛舎等の家畜保

護施設の整備を実施することで個々の農家の経営規模の拡大、安定化を図ることを支援します。また、

地域の堆肥舎等の家畜排せつ物処理施設を整備することにより、家畜排せつ物の適正管理体制の強化、

地域畜産農家の家畜排せつ物の有機質資源としての有効活用も可能です。 

畜産公共事業は、主に 1.畜産環境総合整備事業と 2.草地畜産基盤整備事業に分けられ、それぞれの

事業で、採択要件、補助率、取り組める内容が異なります。 

 

１ 畜産環境総合整備事業 

  畜産環境総合整備事業では、堆肥舎等の家畜排せつ物処理施設、堆肥の還元用草地の整備等によ

り、畜産を核とした資源リサイクルシステムの構築を図ります。また、老朽化により機能の低下し

た堆肥センター等の家畜排せつ物処理施設（地方公共団体、農業協同組合等所有施設のみ）の再整

備（建設当時の機能まで回復）により、施設の更新が可能です。 

補助率【国：50％ 、県：事業内容により上乗せあり】 

 

 

 

 

 

 

 

 

         堆肥舎の整備（外観）            同左（内観） 

 

２ 草地畜産基盤整備事業 

草地畜産基盤整備事業では、農家の飼料自給率向上を図るため、草地の造成や整備、放牧用林地

整備等の基盤整備のほか、牛舎等の家畜保護施設、堆肥舎等の家畜排せつ物処理施設の整備、農機

具等の導入など自給飼料生産基盤と牛舎等の施設の一体的な整備が可能です。 

補助率【国：50％ 、県：事業内容により上乗せあり】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

           牛舎の整備                 草地造成工事前後の様子 

 

【畜産施設課】 

畜産公共事業を紹介します

工事前

工事後
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【農地二課】 

 

農地の売買の手続きが変わります！
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西都児湯管内農業委員会研修会において、農地中間

管理事業の仕組み等について説明しました。 

 その中で、令和７年度から基盤強化法による契約の

取扱が廃止となり、県や市町村が作成する契約は農地

中間管理事業の推進に関する法律（以下、機構法とい

う）に基づく農用地利用集積等促進計画に統合一体化

し、地域計画に基づき農地の集積集約化を進めること

となることについて、農業委員の皆様方に周知しまし

た。 

また、主催者様より依頼のあったスタンバイ農地事

業について、将来の地域農業を支える新規就農者、新規参入等の新たな担い手が農用地等を速やかに

利用できるよう、機構が予め農用地等を中間保有しておき、新規就農者等が就農されるときに貸し付

けを行うという仕組みについて、農業委員が取り組まれた事例を紹介し、「参加者の皆様の周りで新規

就農者がいらっしゃる場合にはぜひこの事業を薦めてください」と呼びかけました。 

 

【農地一課】 
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これからの行事予定 

令和６年度西都児湯管内農業委員会にて事業周知を行いました

 

日　付 行　事 会　場 問い合わせ

1月20日～21日 農地中間管理機構九州･沖縄ブロック会議 宮崎県庁防災庁舎 農地一課、二課★

２月２日(日) 宮崎ひなた暮らし移住相談会（福岡） 福岡市アペゼビル２階 担い手支援課

２月15日(土) 農林水産FEST（東京） 東京交通会館 担い手支援課


